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中川 賢剛      

 

 

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正について 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規定

に基づき、平成２５年１２月２５日付け電原運第１３８号をもって申請し、平成２６年２月

１３日付け電原運第１６５号、平成２７年６月３日付け電原運第３０号、平成２７年７月２

４日付け電原運第４７号、平成２８年５月１２日付け電原運第２０号、平成２８年１０月３

１日付け電原運第８６号、平成２９年１月１７日付け電原運第１０９号、平成２９年１２月

２５日付け電原運第８０号および令和５年１月３１日付け電原運第２０２２－１１５号を

もって補正しました、島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書について、下記

のとおり補正いたします。 

 

記 

 

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書を以下のとおり補正する。 

・申請書の添付のうち、変更の理由を添付１のとおり変更する。 

・申請書の別添「島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表」を添付２のとおり

変更する。 

以 上



添付１ 

変更認可申請書のうち 

「変更の理由」の変更 

1



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

２
．
変
更
の
理
由
 

（
１
）
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
施
行
に
伴
う
変
更
（
新
規
制
基
準
施
行
に
伴
う
変
更
）
 

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成

24
年

6
月

27
日
公
布
）
の
一
部
施
行
に
伴
い
、
関
係
規
則
の
整
備
等
が
行

わ
れ
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
規
条
文
の
追
加
お

よ
び
関
連
す
る
保
安
規
定
条
文
の
変
更
を
行
う
。
ま
た
、
設
置
変
更
許
可
申
請
、
設
計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
内

容
の
反
映
、
条
文
間
の
記
載
の
整
合
等
を
行
う
。
 

（
２
）
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
改
正
に
伴
う
変
更
 

平
成

29
年

12
月

14
日
に
施
行
さ
れ
た
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
、
火
山
影

響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
が
新
た
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
規
条
文
の
追
加
お
よ
び
関
連
す
る
保
安
規
定
条

文
の
変
更
を
行
う
。
 

（
３
）
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
改
正
に
伴
う
 

変
更
 

平
成

29
年

5
月

1
日
に
施
行
さ
れ
た
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準

に
関
す
る
規
則
等
に
よ
り
、
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
中
央
制
御
室
の
運
転
員
等
に
対
す
る
有
毒
ガ
ス
防
護
が
求
め

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
規
条
文
の
追
加
お
よ
び
関
連
す
る
保
安
規
定
条
文
の
変
更
を
行
う
。
 

（
４
）
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
体
制
の
見
直
し
 

協
力
会
社
も
含
め
た
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
つ
い
て
更
な
る
改
善
を
図
る
た
め
、
原
子
力
安
全

文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
の
体
制
を
一
元
化
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
係
る

取
り
組
み
状
況
を
監
視
・
評
価
す
る
組
織
を
規
定
す
る
た
め
、
関
連
す
る
保
安
規
定
条
文
の
変
更
を
行
う
。
 

（
５
）
記
載
の
適
正
化
 

２
．
変
更
の
理
由
 

（
１
）
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
施
行
に
伴
う
変
更
（
新
規
制
基
準
施
行
に
伴
う
変
更
）
 

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成

2
4
年

6
月

2
7
日
公
布
）
の
一
部
施
行
に
伴
い
、
関
係
規
則
の
整
備
等
が
行

わ
れ
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
規
条
文
の
追
加
お

よ
び
関
連
す
る
保
安
規
定
条
文
の
変
更
を
行
う
。
ま
た
、
設
置
変
更
許
可
申
請
、
設
計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
内

容
の
反
映
、
条
文
間
の
記
載
の
整
合
等
を
行
う
。
 

（
２
）
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
改
正
に
伴
う
変
更
 

平
成

29
年

12
月

14
日
に
施
行
さ
れ
た
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
、
火
山
影

響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
が
新
た
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
規
条
文
の
追
加
お
よ
び
関
連
す
る
保
安
規
定
条

文
の
変
更
を
行
う
。
 

（
３
）
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
改
正
に
伴
う
 

変
更
 

平
成

29
年

5
月

1
日
に
施
行
さ
れ
た
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準

に
関
す
る
規
則
等
に
よ
り
、
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
中
央
制
御
室
の
運
転
員
等
に
対
す
る
有
毒
ガ
ス
防
護
が
求
め

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
規
条
文
の
追
加
お
よ
び
関
連
す
る
保
安
規
定
条
文
の
変
更
を
行
う
。
 

（
４
）
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
体
制
の
見
直
し
 

協
力
会
社
も
含
め
た
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
つ
い
て
更
な
る
改
善
を
図
る
た
め
、
原
子
力
安
全

文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
の
体
制
を
一
元
化
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
係
る

取
り
組
み
状
況
を
監
視
・
評
価
す
る
組
織
を
規
定
す
る
た
め
、
関
連
す
る
保
安
規
定
条
文
の
変
更
を
行
う
。
 

（
５
）
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
等
の
一
部
 

改
正
に
伴
う
変
更
 

令
和

5
年

2
月

22
日
に
施
行
さ
れ
た
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準

に
関
す
る
規
則
の
解
釈
等
に
よ
り
、
原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
の
原
子
炉
建
物
の
水
素
防
護
対
策
と
し
て
の
位
置
付

け
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
関
連
す
る
保
安
規
定
条
文
の
変
更
を
行
う
。
 

（
６
）
記
載
の
適
正
化
 

・
実
用
発
電
用
原

子
炉

及
び

そ

の
附

属
施

設

の
位
置
、
構
造

及
び

設
備

の

基
準

に
関

す

る
規

則
の

解

釈
等

の
一

部

改
正

に
伴

う

変
更
 

2



添付２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更認可申請書のうち 

「別添」の変更 

 

 

3



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

 
 

・
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の

基
準
に
関
す

る
規
則
の
解

釈
等
の
一
部

改
正
に
伴
う

変
更
 

                           

4



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

・
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の

基
準
に
関
す

る
規
則
の
解

釈
等
の
一
部

改
正
に
伴
う

変
更
 

5



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

・
変
更
な
し

6



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

 
 

・
変
更
な
し
 

                                    

7



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

 
 

・
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の

基
準
に
関
す

る
規
則
の
解

釈
等
の
一
部

改
正
に
伴
う

変
更
 

                           

8



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

 
 

・
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の

基
準
に
関
す

る
規
則
の
解

釈
等
の
一
部

改
正
に
伴
う

変
更
 

・
記
載
の
適
正
化
 

                          

9



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

                            

 

 

・
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の

基
準
に
関
す

る
規
則
の
解

釈
等
の
一
部

改
正
に
伴
う

変
更
 

・
記
載
の
適
正
化
 

                          

10



島
根
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
変
更
前
後
比
較
表
 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
 

 
考

 

・
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設

の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の

基
準
に
関
す

る
規
則
の
解

釈
等
の
一
部

改
正
に
伴
う

変
更
 

11




